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日時：令和６年１０月１７日（木）１５時００分 

開催方法：オンライン会議 



                                     

 

 

さいたま市医療安全推進協議会委員名簿 

 

（任期：令和６年７月１日から令和８年６月３０日） 
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さいたま市民生委員児童委員協議会 鵜篭 雅之 

さいたま市保健愛育会 山中 ひとみ 

医療関係者 

さいたま市４医師会連絡協議会  岩﨑 彩 

さいたま市歯科医師会 巻 淳一 

（一社）さいたま市薬剤師会 野田 政充 

（公社）埼玉県看護協会 髙橋 陽子 

学識経験者 

弁護士 馬橋 隆紀 

自治医科大学附属さいたま医療センター

名誉教授 
遠山 信幸 

さいたま人権擁護委員協議会 

さいたま部会 
佐藤 久子 
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令和５年度 さいたま市医療安全相談窓口の相談実績について 
          

     

（１）相談件数 
・埼玉県には、埼玉県庁・さいたま市・川越市・川口市・越谷市に医療安全相談窓口がある。また

各県保健所でも相談を受けている。令和５年度のさいたま市の相談件数は 1,570 件であった。 

※さいたま市以外の保健所：川越市・川口市・越谷市・各県保健所 

  

・1 日の相談件数は月により差はあるが、6 件程度である。 

                           ※一日平均・・・件数/相談受付日数 

   
 

・男女比は、女性の相談が多い。不明１０件とは、匿名の文書による相談である。 
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（2）相談の内訳 
①専用電話に寄せられる相談が圧倒的に多い。②９割近くの相談は３０分以内で終わっている。 ④

その他・該当なしには老人福祉施設内の医療や施術所などが含まれる。⑤過去７年連続で、内科、精

神科の順に多い。     ※①の文書での相談を電話で回答した場合は、②の相談時間件数に入れている。 

    

        

※診療科目の区分は、相談や苦情だけでなく医療機関の案内も含まれた件数である。また、複数の科目にまたがる 

場合は、主として受診する医師の診療科目でカウントしている。 
※内科には、神経内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科などが含まれる。 
※その他には、救急外来、認知症外来、医療機関自体該当しないもの、接骨院等が含まれる。 

(件) 

(件) 

(件) 

(件) 
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（３）相談内容の分類  

 
       前年と比べ２％以上増加したものは、「対応・接遇」の「医師」である。   

逆に２％以上減少したものは、「健康・病気」の「一般」である。 

                

※医療事故疑いは「相談者から医療事故ではないか」という相談を区分している。 

※複数の項目に該当するものは、主たる項目に区分している。 
※太字の矢印は 2％以上の増減、細字の矢印は 1％以上の増減を表している。 
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医療機関案内 健康・病気 対応・接遇 医療内容等 医療費 医療事故疑い 医療関係法
令・診療情

報・薬剤・精
神保健福祉
法・ その他

相談内容の分類（大分類）

R4年度 R5年度

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合
医療機関情報 192 12.8% 182 11.6% ↓ 従事者不足 0 0.0% 0 0.0%
転院相談 45 3.0% 62 3.9% 退院強要 0 0.0% 0 0.0%
セカンドオピニオン 0 0.0% 8 0.5% 清潔保持 6 0.4% 2 0.1%
その他 17 1.1% 5 0.3% 広告 1 0.1% 3 0.2%
 計 254 16.9% 257 16.4% 無診察投薬 0 0.0% 1 0.1%
一般 246 16.4% 225 14.3% ↓ 診療拒否 12 0.8% 14 0.9%
精神 212 14.1% 250 15.9% ↑ カルテ記載 2 0.1% 0 0.0%
歯科 8 0.5% 4 0.3% 無資格医療 4 0.3% 7 0.4%
その他 1 0.1% 2 0.1% その他 6 0.4% 11 0.7%
 計 467 31.1% 481 30.6%  計 31 2.1% 38 2.4%
医師 84 5.6% 131 8.3% ↑ 医療過誤判断 5 0.3% 6 0.4%
歯科医師 13 0.9% 16 1.0% 対応方法相談 34 2.3% 34 2.2%
看護師 18 1.2% 25 1.6% その他 8 0.5% 2 0.1%
薬剤師 4 0.3% 1 0.1%  計 47 3.1% 42 2.7%
受付・職員 42 2.8% 50 3.2% カルテ開示 8 0.5% 6 0.4%
その他 48 3.2% 63 4.0% その他 49 3.3% 32 2.0% ↓
 計 209 13.9% 286 18.2%  計 57 3.8% 38 2.4%
診断 34 2.3% 35 2.2% 副作用 13 0.9% 9 0.6%
処置・手術 83 5.5% 105 6.7% ↑ 薬品情報 2 0.1% 2 0.1%
検査 26 1.7% 30 1.9% 飲み合わせ 1 0.1% 0 0.0%
処方・投薬 45 3.0% 49 3.1% その他 14 0.9% 6 0.4%
その他 52 3.5% 32 2.0% ↓  計 30 2.0% 17 1.1%
 計 240 16.0% 251 16.0% 退院請求（措置） 1 0.1% 1 0.1%
診療報酬 51 3.4% 36 2.3% ↓ 退院請求（国保） 0 0.0% 3 0.2%
保険外負担 15 1.0% 26 1.7% 処遇改善 0 0.0% 3 0.2%
領収書 0 0.0% 1 0.1% 不明 0 0.0% 0 0.0%
その他 44 2.9% 34 2.2% その他 1 0.1% 0 0.0%
 計 110 7.3% 97 6.2%  計 2 0.1% 7 0.4%

要望・提言 3 0.2% 1 0.1%
その他 53 3.5% 55 3.5%
 計 56 3.7% 56 3.6%

1,503 100% 1,570 100%
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（４）主たる相談の種別 

 

※その他：内容がはっきりしないもの、医療でない悩み相談、情報提供など 

 

 

・相談として多いのは、「健康・病気」である。                                 

 

                  ※複数の項目に該当するものは主たる項目に区分している 
※その他：薬剤、医療関係法令、医療事故疑い、精神保健福祉法など 
 

  
・不信苦情として多いのは、「対応・接遇」である。 

 

※その他：健康・病気、薬剤、精神保健福祉法など 
 
 

62.8%
1 2 1,570

100%0.1%0.1%
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その他 計
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（５）コミュニケーションに係る問題 
 医療相談の内容から患者側と医療機関側のコミュニケーションに係る問題について整理したもの

である。患者側が医療者の説明や医療行為そのものに疑念を持つものを「不信感」、患者側が医療者

から充分な説明を受けていない場合と説明を受けていても理解できなかった場合に「説明理解不 

足」、患者側が医療者に質問しにくいと発言があった場合には「質問しにくい」に分類している。  

 
・「問題あり」の内訳を表したのが下記の右の円グラフである。問題があると判断された事例の約 5.5 割は「不

信感」、４割は「説明理解不足」である。 

 

（６）紹介・転送した関係機関 
・「紹介なし・転送なし」は、相談窓口で相談対応が完結したことを意味しており、約９割が完結している。 

 

※その他：デジタル庁、訪問看護相談センターなど 
※市町村：区役所、保健センター、妊娠・出産包括支援センター、消費者センターなど 
※医師会：各医師会の在宅医療支援相談も含まれる 

 

不明
その他

R4年度 441 208 7 6 662 808 33 1,503
割合 29.3% 13.8% 0.5% 0.4% 44.0% 53.8% 2.2% 100.0%
R5年度 410 327 6 2 745 790 35 1,570
割合 26.1% 20.8% 0.4% 0.1% 47.5% 50.3% 2.2% 100.0%
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割合 87.5% 1.7% 3.3% 3.3% 1.5% 1.1% 0.1% 0.3% 0.0% 1.1% 100.0%
Ｒ5年度 1393 21 37 59 16 25 4 2 0 13 1570
割合 88.7% 1.3% 2.4% 3.8% 1.0% 1.6% 0.3% 0.1% 0.0% 0.8% 100.0%
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令和５年度 さいたま市医療安全研修会開催報告 

 

 

１ 日  時   令和５年１２月８日（金）８時３０分 ～ 令和５年１２月２５日（月）１７時 

２ 開催方法   オンライン開催  

３ 対  象   市内の医療機関関係者 

４ 参加者数  ６５０名  

５ 研修内容   講 演 「みんなで取り組む 科学的Ｐ４Ｓ活動の勧め 

～ 医療安全と作業効率を向上させる新しい５Ｓ活動～ 」 

       講 師   河野 龍太郎（かわの りゅうたろう）氏 

自治医科大学名誉教授  

株式会社 安全推進研究所 代表取締役所長 

 

 

６ アンケート結果（回収者数：１５３名） 

（１） 参加者について 

【所属する施設】 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【職種】 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

職種については、看護師・保健師をはじめ、薬剤師、医師、歯科医師、事務職員の方が多く参加されており、 

その他には、臨床検査技師、放射線技師、臨床工学士、理学療法士、看護助手等の様々な職種の方が参加されて 

いる。 

回答数 構成比(％)
病院 34 22
医科診療所（有床） 12 8
医科診療所（無床） 30 20
歯科診療所 33 21
助産所 4 3
薬局 33 21
その他 7 5

回答数 構成比(％)
医師 17 11
歯科医師 28 18
看護師・保健師 36 24
助産師 11 7
薬剤師 31 20
歯科衛生士 5 3
ソーシャルワーカー 0 0
事務職員 16 11
その他 9 6
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（２） 本日の研修会について 

【講演時間】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容】 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

（３） さいたま市医療安全研修会の参加状況 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

（４）さいたま市医療安全相談窓口（医療安全支援センター）の認知度  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

回答数 構成比(％)
長い 21 14
ちょうどよい 132 86
短い 0 0

回答数 構成比(％)
満足 90 59
普通 62 40
不満 1 1

回答数 構成比(％)
初めて 80 52
2回目 21 14
3回目 9 6
4回目 4 3
5回以上 39 25

回答数 構成比(％)
知っている 56 37
知らなかった 97 63
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（５） 今後取り上げて欲しいテーマや内容 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 感想・気づき （※一部抜粋） 

 

   ・河野龍太郎先生の本を拝読し、医療安全の委員会活動に取り入れていました。その先生の 
貴重な講演を聞けてたいへん満足です。 
 

   ・話の構成がよく、最初から惹き付けられ、とても有意義な内容でした。 
 
   ・病院の経営、医療安全の面の両方で 5s 活動の重要さを学ぶことができました。 
 

・別の研修で京都大学の取り違え事故について学んだことと繋がり、環境の大切さを実感しました。 
安全を高める方法、地域で連合軍を組むこと、具体的な方法をご教授いただきありがとうござい 
ました。 
 

・5S を実施するためのより良い考え方、取り組み方の考え方がよく分かり勉強になりました。 
実際現場で取り組めるように勉強会や研修を医療安全対策委員として率先して行い、 
働きかけていこうと思います。 

 
・医師以外の分野の専門家の講演は参考になります。 
 
・忙しさでつい職場環境の乱雑さを放置してしまうことがあるが、やはり安全性の面でも気持 
ちよく働くという面でもマイナスが大きいと感じました。 

医療事故対

応

38%

コミュニ

ケーション

27%

安全関連知

識や技術

22%

法律や倫理

12%
その他

1%

回答数 構成比(％)
医療事故対応 59 38
コミュニケーション 42 27
安全関連知識や技術 33 22
法律や倫理 18 12
その他 1 1
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・医療ミスは起きるものということを前提とし、それを減らす工夫をしていくことは大変理にか 
なっていると思いました。 
 

・5S が組織の運営につながることが今までは漠然としていたが、理念と結び付け P4S 活動とい 
う考え方が分かりやすかった。 

 
・資料や講義の内容がとても分かりやすく興味を持って学ぶことができました。自分が看護師にな 
った目的と病院の目的が同じ、良いところは真似る、科学的根拠を持って、他の医療機関と協力

などが心に残りました。医療安全全国共同行動の存在、5S も初めて知ったのですがぜひ参考に

させていただいて医療安全に取り組んでいければと思います。 
 
 
 

（研修内容に関するご意見） 

 

   ・5S 活動を継続することでコスト削減や医療ミスの減少に繋げていけることはとても興味深か 
った。勤務する病院はとにかく人手がないため着手するのは難しいが、病院全体で取り組む必要

がある。このような環境の病院は多いと思うので国からも推奨して欲しいです。 
 

   ・WEB 配信ではもう少し内容を絞った方が良いと思いました。 
 

   ・調剤薬局部門では処方の妥当性の検討として調剤前の処方前鑑査を行っており、一部医療機 
関では臨床検査値を処方箋に記載するため検討もしやすくなっています。薬剤師にあった P4S
も知りたいです。 

 
  ・理解しやすい内容で今後の業務に活かしたい。具体的な方法について第二弾をお願いしたいです。 
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６年度の活動計画

　医療安全推進協議会の開催
（原則年１回、必要に応じて２回）

　医療安全推進協議会連絡会議の開催
（原則年１回、必要に応じて２回）

 医療提供
施設従事者
向け

医療提供施設に
沿ったテーマに
基づき、医療安
全管理体制の確
保や患者サービ
スの質の向上を
図る。

①医療安全研修会の開催

　・配信時期　令和6年12月11日～
　　　　　　　令和7年 1月14日
　・開催方法　オンライン開催
　・講　　師　豊田 郁子　氏
　・演　　題  「 患者・家族が求める医
　　　　　　　療事故対応～患者遺族と
　　　　　　　医療対話推進者の経験か
　　　　　　　ら～」

市民向け

地域における医療
安全に対する意識
啓発を図り、推進
する。

　
②医療安全情報発信
　・ホームページによる情報提供
　・市民向けリーフレット配布

3
医療安全施策の普及・
啓発

患者・家族と医療提供施設と
の信頼関係の構築を支援する
よう努める。
患者・住民と医療提供施設と
の間にあって、中立的な立場
から相談等に対応し、患者・
住民と医療提供施設の双方か
ら信頼されるよう努める。

医療安全支援センターの運営
方針や地域における医療安全
の推進のための方策等を検討
する。

2
医療安全推進協議会及び
連絡会議の開催・運営

令和６年度さいたま市医療安全支援センター活動計画について

　相談員の研修会参加
 (医療安全支援センター総合支援事業）
 
　カンファレンス

項  目

1 医療安全相談窓口の運営

目的・趣旨

－11－
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さいたま市医療安全相談窓口の事例 
 
 
 
 
 

事例１ 薬の副作用の相談 
 

 
 

事例２ 歯科診療の相談 
 
 
 

事例３ 美容医療の相談 
 
 
 

事例４ 再診料の相談 
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さいたま市医療安全支援センター設置要綱 
  （目的）  

第１条 医療に関する患者・家族等からの苦情・心配や相談に対応し、病院、診療

所、助産所、その他の医療を提供する施設（以下「医療提供施設」という。）に

対する助言、情報提供及び研修、患者・家族等に対する助言及び情報提供、並び

に地域における意識啓発を図り医療安全を推進することによって、住民の医療に

対する信頼を確保することを目的として、さいたま市医療安全支援センター（以

下「センター」という。）を設置する。 

  

 （基本方針） 

第２条 センターは、次の基本方針により運営する。 

⑴患者・家族等と医療提供施設との信頼関係の構築を支援するよう努めること。 

⑵患者・家族等医療提供施設との間にあって、中立的な立場から相談等に対応し、

患者・家族等と医療提供施設の双方から信頼されるよう努めること。 

⑶患者・家族等が相談しやすい環境整備に努めること。 

⑷相談者のプライバシーを保護し、相談により相談者が不利益を被ることがない

ように配慮する等、安心して相談できる環境整備に努めること。 

⑸地域の医療提供施設や医療関係団体の相談窓口や関係する機関・団体等と連携、

協力して運営する体制を構築するよう努めること。 

 

（設置場所）  

第３条 センターの設置場所は、さいたま市保健所保健所管理課内とする。 

 

（実施体制）  

第４条 センターには、医療に関する患者・家族等の相談等へ適切に対応するため

の「さいたま市医療安全相談窓口（以下「相談窓口」という。）」及び当該センタ

ーの運営方針や地域における医療安全の推進のための方策等を検討する「さいた

ま市医療安全推進協議会（以下「協議会」という。）」を設ける。 

 

 （センターの業務） 

第５条 センターの業務は、次を基本とする。 

⑴患者・家族等からの苦情や相談への対応 

⑵協議会の開催 

⑶患者・家族等からの相談等に適切に対応するために行う、関係する機関・団体

等との連絡調整 

⑷医療安全の確保に関する必要な情報の収集及び提供 

⑸研修会の受講等によるセンターの職員の資質の向上 
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⑹医療安全の確保に関する必要な相談事例の収集、分析及び情報収集 

⑺県センターとの連絡調整 

⑻医療安全施策の普及・啓発（医療提供施設等に関する情報提供や助言・研修、

患者・家族等に対する医療安全に係る啓発等を含む。）   

⑼地域医療課への報告及び調整 

 

（庶務）  

第６条 センターの庶務は、保健所管理課において処理する。    

  

（委任）  

第７条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関して必要な事項は別に

定める。  

   

      附 則   

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年６月２０日から施行する。 

（さいたま市医療安全相談窓口設置要綱の廃止） 

２ さいたま市医療安全相談窓口設置要綱（平成１７年４月１日施行）は廃止する。 

３ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

４ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
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さいたま市医療安全推進協議会運営要領 
 （目的） 
第１条  さいたま市医療安全支援センター（以下「センター」という。）設置要綱 

に基づき、当該センターの運営方針や地域における医療安全の推進のための方策などを検

討するさいたま市医療安全推進協議会（以下「協議会」という。）の運営のために必要な

事項を定める。 

 

（所掌業務） 

第２条 所掌業務は、次に掲げるとおりとする。 

⑴センターの運営方針及び業務内容の検討 

⑵センターの業務の運営に係る関係機関・団体との連絡調整 

⑶個別相談事例等のうち重要な事例や専門的な事例に係る助言 

⑷地域における医療安全の推進のための方策の検討 

⑸その他センターの業務に関する重要事項の検討 

 

 （委員） 

第３条 協議会は、委員１０人以内で構成する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

⑴医療サービスを利用する者 

⑵医療関係者 

⑶学識経験者 

 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 協議会の委員長は、委員の互選により定める。 

２ 副委員長は、委員長の指名により定める。 

３ 委員長は、協議会を代表し、副委員長は委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 

 

 （協議会） 

第６条 協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出されて

いないときは、市長が会議を招集する。 

２ 協議会は、必要があるときは、協議会に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴く

ことができる。 

-15-

参考２



 

３ 協議会は、原則公開とする。ただし、協議会の決議により公開しないことができる。 

 （連絡会議） 

第７条 協議会には、医療安全相談業務を円滑に推進するため、医療関係者との連絡会議を

設ける。 

２ 連絡会議は、次の業務を行う。 

⑴具体的相談事例の検討及び助言 

⑵相談業務に係る情報交換 

３ 連絡会議の委員については、第３条の規定を準用する。 

４ 連絡会議の委員の任期については、第４条の規定を準用する。 

５ 連絡会議の議長は、委員の互選により定める。 

６ 議長に事故があるときは、連絡会議委員のうちからあらかじめ議長の指名する者が、そ

の職務を代理する。 

７ 連絡会議は、議長が招集する。ただし、議長が選出されていないときは、市長が会議を

招集する。 

８ 連絡会議は、非公開とする。 

  

 （守秘義務） 

第８条 委員及び会議出席者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も同様とする。 

 

 （庶務） 

第９条 協議会及び連絡会議の庶務は、保健所保健所管理課において処理する。 

 

 （その他） 

第１０条 この要領に定めるほか、必要な事項は委員長が別に定める。 

 

      附 則  

 （施行期日）  

 １ この要領は、平成２０年６月２０日から施行する。 

 ２ この要領は、令和２年８月１１日から施行する。 

 ３ この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

 ４ この要綱は、令和６年８月１日から施行する。 

 

-16-



この 10 箇条は、インフォームド・コンセントに患者が主体的にかかわっていく
ことを願って、1998 年厚生省「患者から医師への質問内容・方法に関する研究」
研究班から発表されました。 

 
患者と医療機関とのより良い関係づくりのための 

 
患者と医療機関の 

相互の信頼関係構築のために 

活用してみて下さい。 
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さいたま市医療安全推進協議会連絡会議委員名簿 

           任期：令和６年 7月１日～令和８年６月３０日 

区 分 団体名 氏 名 

医療関係者 

（一社）浦和医師会  阪  正晴 

（一社）大宮医師会  飯島 竜之 

（一社）さいたま市与野医師会  塩屋 雄史 

（一社）岩槻医師会  若杉 直俊 

さいたま市歯科医師会  坂田 俊夫 

（一社）浦和歯科医師会  岡村 正美 

（一社）大宮歯科医師会  福田 守正 

（一社）与野歯科医師会  坪井 栄範 

（一社）さいたま市薬剤師会 岸田 誠 

（一社）埼玉県助産師会さいたま市地区 増子 麻里 
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